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災害に備えた市の職員等の取組について　

▲災害時医療救護所開設訓練の様子

　質問　令和８年度の防災庁の設置
に向けた国の動きなども踏まえ、本
市でも、様々な備えをしていると認
識している。災害時は、職員が日常
の職務とは異なる対応を求められ、
平時からその認識の下、備えを万全
にしていくことが重要と考える。福
生市地域防災計画では防災活動の組
織整備等について示されているが、
本市の防災担当以外の職員も含めた

災害に備えた取り組み及び関係機関
等との取り組みについて伺う。
　市長　災害対応について、東京都
や様々な機関において研修、訓練等
が設けられ、各担当の職員が積極的
に参加し、予期せぬ災害に備えてい
る。例えば、り災証明書の交付は課
税課と収納課の職員が、建築物の倒
壊等の危険性を判定する応急危険度
判定は、公共施設マネジメント課と

まちづくり計画課の職員が講習会等
に参加し、専門的知識を習得してい
る。令和６年度には、新たに福生消
防署と迅速なり災証明書発行に向け
た災害協定を締結した。健康課と子
ども家庭センター課では、毎年福生
市医師会等と連携して災害時医療救
護所開設訓練を実施、また公立福生
病院や近隣市町と連携し緊急医療救
護所訓練も実施予定。

生活者ネットワーク
三原 智子 議員

つ
い
て
は
従
前
の
例
に
よ
る
。

●
福
生
市
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の

移
行
に
伴
い
、
土
地
又
は
建

物
に
関
す
る
証
明
に
係
る
規

定
を
改
め
る
た
め
、
条
例
を

改
正
す
る
も
の
。

　
土
地
又
は
建
物
に
関
す
る

証
明
を
交
付
す
る
際
の
手
数

料
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、

標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
移

行
に
伴
い
、
証
明
の
様
式
が

土
地
と
家
屋
を
合
わ
せ
て
１

枚
に
５
件
ま
で
表
記
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

●
福
生
市
乳
幼
児
の
医
療
費

の
助
成
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
が
令
和
７
年
10
月

か
ら
実
施
す
る
乳
幼
児
、
義

務
教
育
就
学
児
及
び
高
校
生

等
の
医
療
費
助
成
制
度
に
お

け
る
所
得
制
限
の
撤
廃
に
伴

い
、
養
育
者
の
所
得
要
件
に

関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
た

め
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

　
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら

施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

経
過
措
置
と
し
て
本
条
例
の

規
定
は
施
行
日
以
後
に
行
わ

れ
る
療
養
に
係
る
医
療
費
の

助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に

係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い

て
は
従
前
の
例
に
よ
る
。

●
福
生
市
義
務
教
育
就
学
児

の
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
条
例
及
び
福
生
市
高
校

生
等
の
医
療
費
の
助
成
に

定
す
る
も
の
。

●
令
和
７
年
度
福
生
市
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

　
第
１
子
保
育
料
無
償
化
や

保
育
所
等
の
副
食
費
の
全
額

公
費
負
担
に
加
え
、
保
育
所

等
に
対
し
、
物
価
高
騰
の
影

響
を
軽
減
す
る
た
め
の
補
助

金
の
交
付
な
ど
を
実
施
す
る

に
当
た
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
７
５
３
０
万
９
千
円
を

追
加
し
、
予
算
総
額
を
２
９

６
億
８
４
４
２
万
５
千
円
と

す
る
も
の
。

　
歳
入
で
は
、
負
担
金
が
保

育
所
入
所
児
童
利
用
者
負
担

金
で
３
５
６
９
万
１
千
円
の

減
額
。
国
庫
補
助
金
が
生
活

扶
助
基
準
見
直
し
等
の
シ
ス

テ
ム
改
良
委
託
料
や
熊
川
保

育
園
改
良
費
補
助
金
で
８
６

２
万
７
千
円
。
都
補
助
金
が

第
１
子
保
育
料
無
償
化
に
伴

う
保
育
所
等
利
用
世
帯
負
担

軽
減
事
業
費
補
助
金
や
、
保

育
所
等
物
価
高
騰
緊
急
対
策

事
業
補
助
金
、
笑
顔
と
学
び

の
体
験
活
動
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

子
供
企
画
型
補
助
金
な
ど
で

１
億
２
３
７
万
３
千
円
。

　
歳
出
で
は
、
徴
税
費
が
税

制
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改

良
委
託
料
で
62
万
７
千
円
。

児
童
福
祉
費
は
副
食
費
公
費

負
担
に
よ
る
保
育
所
運
営
委

託
料
や
、
認
定
こ
ど
も
園
施

設
型
給
付
費
の
増
、
保
育

所
・
幼
稚
園
等
物
価
高
騰
対

策
補
助
金
、
義
務
教
育
就
学

児
医
療
費
助
成
事
業
等
の
所

得
制
限
撤
廃
な
ど
に
伴
う
シ

ス
テ
ム
改
良
委
託
料
及
び
通

院
１
回
当
た
り
２
０
０
円
の

一
部
負
担
の
廃
止
に
伴
う
医

　
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
現
行
の
義
務
教
育
就
学
児

及
び
高
校
生
等
の
医
療
費
に

つ
い
て
は
、
通
院
１
回
に
つ

き
上
限
２
０
０
円
の
一
部
負

担
金
を
設
け
て
い
る
が
、
養

育
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
こ
の
医
療
費
の
一
部
負

担
金
に
係
る
規
定
を
削
除
す

る
と
と
も
に
、
規
定
を
整
理

す
る
た
め
、
関
係
す
る
条
例

を
改
正
す
る
も
の
。

　
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら

施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

経
過
措
置
と
し
て
本
条
例
の

規
定
は
施
行
日
以
後
に
行
わ

れ
る
療
養
に
係
る
医
療
費
の

助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に

係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い

て
は
従
前
の
例
に
よ
る
。

●
福
生
市
下
水
道
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
災
害
時
に
お
け
る
排
水
設

備
の
工
事
の
迅
速
か
つ
円
滑

な
実
施
を
図
る
た
め
、
工
事

を
施
行
で
き
る
者
の
特
例
に

関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
た

め
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

　
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工

事
は
福
生
市
の
指
定
下
水
道

工
事
店
で
な
け
れ
ば
施
行
し

て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い

る
が
、
災
害
時
に
他
の
自
治

体
で
指
定
下
水
道
工
事
店
の

不
足
に
よ
り
排
水
設
備
等
の

復
旧
の
遅
れ
が
発
生
し
て
い

る
状
況
を
踏
ま
え
、
特
例
と

し
て
災
害
そ
の
他
非
常
の
場

合
に
お
い
て
は
、
福
生
市
の

指
定
下
水
道
工
事
店
で
な
く

て
も
排
水
設
備
の
新
設
等
の

工
事
を
施
行
で
き
る
よ
う
規

●
福
生
市
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

　
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

個
人
番
号
の
利
用
及
び
特

定
個
人
情
報
の
提
供
に
関

　
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
本
条
例
第
１
条
で
は
、
生

活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
関

す
る
事
務
を
個
人
番
号
利
用

事
務
か
ら
削
除
す
る
ほ
か
、

標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
移

行
に
伴
い
、
市
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い

者
の
情
報
の
管
理
に
関
す
る

事
務
を
個
人
番
号
利
用
事
務

に
加
え
る
と
と
も
に
、
規
定

を
整
備
す
る
た
め
、
条
例
を

改
正
す
る
も
の
。
第
２
条
で

は
、
子
ど
も
の
医
療
費
助
成

事
業
に
お
い
て
所
得
制
限
が

撤
廃
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

す
で
に
条
例
で
個
人
番
号
利

用
事
務
と
し
て
定
め
て
い
る

関
係
各
事
務
に
お
い
て
規
定

を
整
備
す
る
た
め
条
例
を
改

正
す
る
も
の
。

　
第
１
条
の
規
定
は
公
布
の

日
か
ら
、
第
２
条
の
規
定
は

令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
施

行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

経
過
措
置
と
し
て
本
条
例
の

規
定
は
有
効
期
限
の
始
期
が

施
行
日
以
後
の
日
で
あ
る
医

療
証
に
係
る
特
定
個
人
情
報

の
利
用
に
つ
い
て
適
用
し
、

有
効
期
限
の
始
期
が
施
行
日

前
の
日
で
あ
る
医
療
証
に
係

る
特
定
個
人
情
報
の
利
用
に

可
決
等
さ
れ
た
案
件

可
決
等
さ
れ
た
案
件（
要
旨
）

（
要
旨
）

議案の審議結果 （〇賛成　×反対） 録画映像をご覧いただけます

令
和
７
年
第
２
回
定
例
会

議 案 番 号 議　案　名 正和会 公明党 日本共産党 生活者
ネットワーク 立憲民主党 日本維新の会 スポーツ・

文化の会※ 議決結果

市　長　提　出　議　案

議案第24号 福生市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基
づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 可決

議案第25号 福生市手数料条例の一部を改正する条例 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 可決
議案第26号 福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 可決

議案第27号 福生市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例及び福生市高校生等の医療費
の助成に関する条例の一部を改正する条例 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 可決

議案第28号 福生市下水道条例の一部を改正する条例 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 可決
議案第29号 令和７年度福生市一般会計補正予算（第３号） ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 可決
議案第30号 福生市表彰条例に基づく自治功労表彰について ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 同意
議案第31号 福生市表彰条例に基づく一般表彰について ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 同意
議案第32号 令和７年度福生市一般会計補正予算（第４号） ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 可決

※スポーツ・文化を通じて人づくりと街づくりの会


